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2024年 2月 29日実施の入札における質問および回答について 

 

 

下記件名における契約について質問がありましたので、回答します。 

 

件名 児童クラブ業務用端末機器等賃貸借 

 

質問１   契約終了時の物件撤去について、機器の結線等取り外し（コンセントを 

     抜く等の単純作業）はお客様にて行っていただくことは可能でしょうか。 

難しい場合は、貴社ご担当者様立ち会いのもと作業を行うことは可能でし 

ょうか。 

 

回答    契約満了時の機器の結線等取り外しは、当財団にて実施します。 

 
 
 

質問２   契約終了時の物件撤去時、お客様にて、物品を 1か所に取りまとめてい 

ただくことは可能でしょうか。 

 

回答    可能です。契約満了時の物件撤去の際には、賃借物件を 1か所（藤沢青 

少年会館 藤沢市朝日町 10-8）にとりまとめます。 

 
 
 

質問３   記憶媒体のデータ消去について、消去作業は物件撤去後に当社ヤード内 

にてソフトウェアを用いて行い、貴社様式のデータ消去証明書を提出する 

想定でよろしいでしょうか。 

 

回答    設計図書に添付されている「データ保護及び秘密保持等に関する仕様 

書」第９条に基づき、全ての記録を復元不可能な状態に消去していただき 

ます。ソフトウェアによる上書き消去をする場合は、様式第５号及び６号 

に、使用するソフトウェア等の名称、バージョンを記載いただき、全ての 

記録を復元不可能な状態に消去していただければ問題ありません。 
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質問４   現在使用している機器は何時頃導入され、何年程度使用されていますで 

しょうか。 

 

回答    現在の機器は、2019年 4月に導入し、約 5年間使用しています。 

 
 
 

質問５   設置先(撤去先)のエレベーター、スロープなどの有無、及び利用可否を 

教えてください。 

 

回答    仕様書において、物件の設置先は「藤沢青少年会館 （藤沢市朝日町 10- 

8）他 54施設」としておりますが、供給人との協議において、納入する場 

所は 1か所（藤沢青少年会館 藤沢市朝日町 10-8）のみとし、他 54施設 

への設置は当財団が行うこととしています。撤去時についても、質問２へ 

の回答のとおり、1か所（藤沢青少年会館 藤沢市朝日町 10-8）にとりま 

とめます。 

 なお、設置先および撤去先となる（藤沢青少年会館 藤沢市朝日町 10- 

8）には、エレベーターが設置されており、設置および撤去時の使用は可能 

です。スロープはありません。 

 

 

 

 

以上 


